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最
近
の
ネ
パ
ー
ル
状
勢
に
つ
い
て

現
状
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
背
景
に
つ
い
て

二
月
一
日
国
王
声
明
と
施
策
の
概
要
に
つ
い
て

　
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
ギ
ャ
ネ
ン
ド
ラ
国
王
が
憲
法

第
七
二
条
に
よ
る
国
会
を
解
散
さ
れ
た
事
に
よ
り
、
現

在
、
上
院
・
下
院
共
に
開
会
中
に
あ
る
。
こ
の
背
景
に

は
、
一
九
九
六
年
西
部
に
発
生
し
た
マ
オ
イ
ス
ト
（
ネ

パ
ー
ル
共
産
党
毛
沢
東
主
義
派
）
に
よ
る
武
力
闘
争
が

激
化
し
、
軍
と
の
抗
争
を
繰
返
し
、
既
に
両
者
を
含
め

ネ
パ
ー
ル
人
の
死
者
は
一
二
千
人
余
に
及
ぶ
惨
事
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
地
域
も
各
地
に
拡
大
し
、
国
民
の

治
安
不
安
を
静
め
る
た
め
に
、
同
月
・
国
家
非
常
事
態

宣
言
（
二
度
延
長
）
を
公
布
し
た
事
が
主
因
で
あ
る
。

そ
の
後
今
年
一
月
ま
で
、
国
王
は
自
ら
任
命
し
た
内
閣

に
、
総
選
挙
の
早
期
実
施
と
マ
オ
イ
ス
ト
鎮
圧
を
指
示

し
た
が
、
三
名
に
及
ぶ
内
閣
は
共
に
的
確
な
施
策
を
奏

効
し
え
ず
、
失
敗
し
た
。
一
九
九
〇
年
四
月
八
日
、
ビ

レ
ン
ド
ラ
国
王
の
英
断
に
よ
る
民
主
化
が
実
行
さ
れ
一

五
年
経
過
し
た
が
、
概
観
す
れ
ば
、
他
国
に
比
較
し

て
、
顕
著
な
成
果
は
政
治
、
経
済
、
社
会
構
造
に
明
確

に
現
れ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
要
因
と
し
て
、
①
民
主
化
運
動
の
中
心
政
治
家

（
現
在
で
も
実
権
保
持
）
に
よ
る
腐
敗
と
汚
職
の
永
年

に
及
ぶ
続
発
、
②
国
民
自
身
の
現
実
の
政
治
へ
の
不

信
、
③
九
〇
年
代
よ
り
現
在
迄
の
開
発
計
画
に
お
け
る

自
助
努
力
の
欠
如
と
外
国
援
助
へ
の
依
存
度
の
増
大
と

計
画
と
実
績
の
格
差
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
国
民

に
、
民
主
化
運
動
は
何
で
あ
っ
た
か
、
民
主
主
義
と
は

何
で
あ
る
か
、
信
頼
す
べ
き
指
導
者
は
誰
で
あ
る
か
等

の
国
家
存
立
の
基
本
的
問
い
か
け
が
明
確
に
表
れ
て
い

る
。

　
二
月
一
日
、
国
王
は
ラ
ジ
オ
・
Ｔ
Ｖ
を
通
じ
三
〇
分

に
及
ぶ
声
明
を
発
表
さ
れ
た
。
一
五
点
か
ら
な
る
国
家

の
基
本
的
立
場
を
表
す
声
明
で
あ
っ
た
。
主
な
る
内
容

は
①
国
家
は
現
王
朝
に
よ
る
建
国
以
来
、
国
民
の
協

調
、
民
主
主
義
、
近
代
化
を
基
本
と
し
て
存
続
し
て
い

る
。
②
今
日
、
国
内
は
こ
れ
迄
に
経
験
し
た
事
の
な

い
、
平
和
、
民
主
主
義
、
発
展
構
造
を
破
壊
し
よ
う
と

す
る
テ
ロ
に
見
舞
わ
れ
、
国
民
の
た
め
に
確
固
た
る
措

置
を
成
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
に
あ
る
。
③
民
主
主
義

と
そ
の
発
展
は
数
年
間
に
及
ぶ
辛
苦
の
経
験
か
ら
、
正

に
、
否
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
複
数
政
党
政
治
は

民
主
化
以
来
実
質
権
力
抗
争
の
み
で
あ
り
、
国
会
も
確

固
た
る
機
能
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
今
は
、
一
時
の
遅

滞
猶
予
も
許
さ
れ
ず
、
政
党
政
治
が
国
民
の
信
頼
に
奏

効
し
て
い
な
い
事
も
大
い
に
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
事
を

強
く
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
④
歴
史
が
真
に
示
す
よ

う
に
、
テ
ロ
に
よ
る
民
主
主
義
は
絶
対
に
成
立
し
な

い
。
こ
れ
迄
多
く
の
老
若
男
女
、
無
知
の
国
民
が
惨
事

に
遭
遇
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
処
す
る
事
こ
そ
治
世

者
の
責
務
と
痛
感
す
べ
き
で
あ
る
。
⑤
真
の
民
主
主
義

の
確
立
を
目
指
す
た
め
に
、
当
面
国
家
は
厳
し
い
現
実

を
直
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
国
家
発
展
の
た
め
に
、

国
民
各
層
の
協
力
の
下
に
良
き
統
治
へ
の
施
策
を
断
固

実
行
し
た
い
。
具
体
策
と
し
て
、
国
王
は
、
次
の
方
針

を
決
定
し
た
。
①
三
年
以
内
に
、
マ
オ
イ
ス
ト
鎮
圧
を

果
し
、
下
院
の
総
選
挙
を
実
施
す
る
事
。
（
各
国
承
認

の
戴
冠
式
は
未
定
）
②
首
相
不
在
の
一
〇
名
か
ら
な
る

内
閣
を
組
閣
。
（
国
王
が
事
実
上
の
首
相
職
を
行
使
、

一
〇
日
に
二
名
の
副
首
相
（
首
相
経
験
者
）
を
任
命

し
、
七
月
十
四
日
二
四
名
に
拡
充
。
③
国
家
非
常
事
態

宣
言
を
発
表
。
（
四
月
二
九
日
解
除
）
憲
法
に
よ
る
各

種
自
由
の
保
障
を
原
則
一
〇
〇
日
間
制
限
。
（
表
現
、

電
話
・
電
信
、
集
会
、
記
事
掲
載
、
国
王
に
関
す
る
論

説
等
）
（
五
月
十
一
日
原
則
解
除
に
）
④
軍
に
よ
る
マ

オ
イ
ス
ト
攻
勢
強
化
を
拠
点
地
域
を
主
に
継
続
し
（
軍

最
高
司
令
官
は
国
王
）
、
対
話
協
調
は
凍
結
状
態
に
。

（
現
状
、
軍
が
優
勢
に
あ
る
。
）
⑤
友
好
国
、
国
連

へ
、
本
声
明
の
内
容
と
方
針
に
関
す
る
理
解
と
協
力
の

呼
び
か
け
。
等
を
実
行
し
た
。
テ
ロ
リ
ス
ト
は
マ
オ
イ

ス
ト
で
あ
り
、
国
民
同
志
の
武
力
闘
争
は
建
国
以
来
初

め
て
で
あ
る
。
国
王
と
し
て
は
、
民
主
化
の
目
的
で

あ
っ
た
複
数
政
党
に
よ
る
民
主
主
義
と
統
治
が
基
本
的

に
、
政
党
と
の
共
同
歩
調
が
マ
オ
イ
ス
ト
発
生
と
共
に
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現
在
迄
の
五
ケ
月
間
の
動
き
の
概
要

十
五
年
間
殆
ど
奏
効
せ
ず
、
国
家
発
展
に
寄
与
し
な

か
っ
た
事
を
憂
慮
さ
れ
、
民
主
主
義
と
は
何
で
あ
る
か

を
真
に
国
民
に
問
い
か
け
、
理
解
を
求
め
る
事
が
主
旨

と
思
わ
れ
る
。

　
国
王
が
こ
の
期
間
中
に
実
行
し
た
行
動
を
概
要
す
れ

ば
、
①
内
閣
（
十
二
名
、
七
月
十
四
日
以
降
二
四
名
）

を
経
由
し
た
方
針
が
強
行
策
と
し
て
実
行
さ
れ
、
国
民

に
は
、
積
極
的
・
消
極
的
で
あ
れ
、
支
持
率
は
七
〇
〜

八
〇
％
を
堅
持
し
て
い
る
。
国
民
に
と
っ
て
、
現
状
信

頼
す
る
人
物
は
国
王
し
か
い
な
い
と
の
意
識
が
強
い
。

当
初
の
一
〇
〇
日
間
は
、
日
常
に
お
い
て
、
各
種
自
由

の
保
障
が
制
限
さ
れ
、
各
政
党
に
よ
る
デ
モ
は
あ
っ
た

が
、
一
般
国
民
に
は
、
静
観
さ
れ
た
。
②
国
際
会
議
へ

の
夫
妻
・
出
席
が
積
極
的
に
実
行
さ
れ
た
。

・
バ
ン
ド
ン
会
議
（
四
月
二
二
〜
二
四
日
）
へ
の
出
席

　
本
会
議
は
発
足
当
時
、
非
同
盟
主
義
の
中
心
的
存
在

で
あ
り
、
マ
ヘ
ン
ド
ラ
国
王
が
主
要
な
役
割
を
果
し
た

経
緯
が
あ
り
、
国
王
は
本
会
議
挨
拶
に
お
い
て
、
首
脳

に
ネ
パ
ー
ル
の
現
状
と
方
針
に
関
す
る
理
解
と
協
力
を

求
め
た
。
国
連
事
務
総
長
、
イ
ン
ド
首
相
、
中
国
国
家

主
席
、
パ
キ
ス
タ
ン
大
統
領
等
と
の
個
別
会
談
を
通
じ

て
も
詳
細
な
る
説
明
と
協
力
を
求
め
、
理
解
を
得
た
。

・
Ｂ
ｏ
ａ
ｏ
サ
ミ
ッ
ト
（
四
月
二
四
〜
二
五
日
）
へ
の

出
席
。

　
同
会
議
の
発
起
人
に
ビ
レ
ン
ド
ラ
国
王
が
お
ら
れ
、

国
王
は
、
挨
拶
に
お
い
て
、
バ
ン
ド
ン
会
議
と
同
様
の

主
旨
に
よ
る
の
協
力
を
求
め
ら
れ
、
一
応
の
成
果
を
得

ら
れ
た
。
中
国
の
意
向
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

・
Ｇ
77
会
議
（
ド
ー
ハ
、
五
月
十
四
〜
十
八
日
）
出
席

　
各
国
と
の
経
済
関
係
強
化
を
図
り
、
同
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ

加
盟
後
の
経
済
政
策
へ
の
理
解
と
協
力
を
求
め
た
。
③

政
治
面
で
は
、
次
記
の
よ
う
な
決
定
を
成
さ
れ
た
。

・
汚
職
・
腐
敗
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
政
治
家

と
官
僚
の
汚
職
を
徹
底
究
明
し
、
前
内
閣
全
員
と
大
型

援
助
案
件
に
関
係
し
た
官
僚
を
拘
束
・
調
査
し
、
調
査

内
容
に
関
係
す
る
人
物
は
拘
留
し
た
。

・
各
政
党
の
首
脳
・
幹
部
を
自
宅
軟
禁
（
最
大
一
〇
〇

日
余
）
対
象
者
は
、
首
相
及
び
大
臣
経
験
者
、
政
党
幹

部
、
前
内
閣
時
の
次
官
・
局
長
等
で
あ
り
、
日
常
活
動

の
拘
束
、
制
限
に
あ
っ
た
。

・
各
種
自
由
の
保
障
制
限
で
は
、
当
初
は
携
帯
電
話
の

通
話
禁
止
（
再
登
録
の
実
施
）
、
マ
ス
コ
ミ
の
検
閲
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
暫
時
停
止
等
を
実
施
、
マ
オ
イ
ス

ト
と
の
交
信
厳
禁
、
批
判
勢
力
の
抑
制
を
図
っ
た
。

④
経
済
面
で
は
、
経
済
協
力
を
中
心
に
展
開
中
で
あ
る
。

・
国
王
の
措
置
に
、
主
要
援
助
国
・
国
際
機
関
か
ら
批

判
・
反
対
の
意
向
表
明
が
成
さ
れ
、
か
つ
各
々
の
本

国
・
本
部
と
の
協
議
が
成
さ
れ
た
。
（
二
〜
三
月
）

・
イ
ン
ド
は
、
ネ
パ
ー
ル
駐
在
大
使
を
数
度
呼
び
戻

し
、
協
議
を
実
施
し
、
意
向
は
国
王
に
伝
え
ら
れ
た
。

方
針
と
し
て
、
国
王
・
首
相
会
談
に
よ
り
、
新
規
援
助

は
継
続
し
、
マ
オ
イ
ス
ト
対
策
と
し
て
、
軍
事
援
助
と

国
境
警
備
の
軍
増
員
を
実
施
へ
。

・
米
は
、
ロ
ッ
カ
国
務
次
官
補
代
理
（
南
ア
ジ
ア
担

当
）
及
び
カ
ン
プ
国
務
次
官
補
の
訪
問
に
よ
り
、
現
状

の
憂
慮
と
新
規
援
助
へ
の
極
細
か
な
吟
味
に
よ
る
実
施

及
び
マ
オ
イ
ス
ト
対
策
へ
の
協
力
を
国
王
に
表
明
し
た
。

・
世
界
銀
行
は
、
援
助
の
当
面
停
止
を
表
明
し
た
が
、

各
案
件
の
極
細
な
吟
味
を
条
件
に
継
続
へ
。
ア
ジ
ア
開

発
銀
行
は
、
新
規
案
件
も
継
続
。
但
し
、
政
情
の
速
や

か
な
安
定
回
復
を
強
調
に
。

・
日
本
は
、
二
国
間
の
ト
ッ
プ
ド
ナ
ー
と
し
て
、
民
生

安
定
と
貧
困
削
減
を
主
眼
に
、
新
規
援
助
も
継
続
へ
。

⑤
外
交
面
で
は
、
活
発
な
展
開
が
実
行
中
で
あ
る
。

・
中
国
・
李
外
相
が
訪
問
（
三
月
三
一
日
〜
四
月
一
日
）

・
経
済
協
力
の
強
化
─
環
境
面
重
視
─
を
今
後
展
開

・
貿
易
・
観
光
の
促
進
（
国
境
検
問
所
二
ケ
所
増
設
と

カ
ト
マ
ン
ズ
ー
ラ
ッ
サ
間
直
通
定
期
バ
ス
路
線
新
設
）

・
イ
ン
ド
ヘ
の
パ
ン
デ
ィ
外
相
訪
問

・
国
王
の
方
針
説
明
を
行
い
、
協
力
の
あ
り
方
を
協

議
。

・
コ
イ
ラ
ラ
、
タ
パ
両
元
首
相
が
病
気
治
療
を
主
に

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
。
イ
ン
ド
首
相
・
外
相
・
ガ
ン
ジ
ー

委
員
長
等
と
会
見
し
、
政
党
間
の
協
力
確
認
へ
。

　
　
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て

　
①
国
内
状
勢
：
新
年
度
予
算
の
基
本
方
針
が
主
に
。

・
国
王
の
方
針
実
行
は
、
総
じ
て
国
民
の
高
い
支
持
率

を
得
て
、
推
進
中
。
年
内
に
、
六
三
市
の
全
市
長
選
挙

実
施
を
決
定
。
各
政
党
は
反
対
の
意
向
。
（
カ
ト
マ
ン

ズ
、
ポ
カ
ラ
等
含
む
）

・
マ
オ
イ
ス
ト
に
は
、
内
部
抗
争
あ
り
。
最
高
指
導
者

二
名
（
プ
ラ
ダ
チ
ャ
ン
ダ
・
バ
ッ
タ
ラ
イ
）
の
確
執
に

よ
り
、
プ
ラ
ダ
チ
ャ
ン
ダ
は
現
在
の
七
政
党
と
の
共
同

歩
調
を
提
唱
、
各
党
間
で
検
討
中
。
武
力
闘
争
は
、
規

模
縮
小
へ
向
か
う
見
通
し
で
あ
る
が
、
対
話
再
開
は
国

王
の
意
向
も
あ
り
、
難
航
に
。

②
国
外
状
勢
：
依
然
、
国
王
の
声
明
と
方
針
に
慎
重
。

・
対
中
国
・
イ
ン
ド
関
係
は
、
今
秋
の
国
連
安
保
理
理

事
国
問
題
に
つ
い
て
、
同
国
の
意
志
表
明
は
微
妙
な
状
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去
る
六
月
十
三
日
は
陳
雲
（
元
中
国
共
産
党
中
央
紀

律
委
員
会
第
一
書
記
）
の
生
誕
百
周
年
で
あ
っ
た
。
六

月
八
日
に
は
出
身
地
（
現
上
海
市
青
浦
区
）
に
江
沢
民

前
党
総
書
記
の
題
字
に
よ
る
銅
像
が
建
て
ら
れ
、
十
三

日
の
百
周
年
記
念
大
会
で
は
胡
錦
涛
党
総
書
記
自
ら
が

重
要
講
話
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
党
中
央
宣
伝
部
な
ど

の
主
催
す
る
セ
ミ
ナ
ー
（「
陳
雲
の
一
生
と
思
想
」）
が

三
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
挙
党
態
勢
で

の
記
念
行
事
が
続
い
た
。
紙
面
を
埋
め
尽
さ
ん
ば
か
り

の
称
賛
の
記
事
や
論
文
の
数
々
、
正
に

陳
雲
甦
る

で

あ
っ
た
。

　
陳
雲
が
逝
去
し
た
の
は
九
五
年
四
月
で
あ
っ
た
。
一

〇
年
後
の
こ
の
仰
々
し
い
ま
で
の
生
誕
百
周
年
の
行
事

を

甦
っ
た
陳
雲

が
ど
う
眺
め
た
か
は
さ
て
お
き
、
政

権
を
担
う
共
産
党
に
は
い
く
つ
か
の
意
図
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
第
一
は
党
内
紀
律
の
再
建
・
強
化
で
あ
る
。
陳
雲
は

一
九
七
八
年
十
二
月
の
第
十
一
期
三
中
全
会
に
お
い
て

アジア の窓

況
に
あ
る
。

・
対
日
本
と
の
関
係
で
は
、
パ
ラ
ス
皇
太
子
夫
妻
来
日

（
七
月
五
日
〜
十
四
日
）
─
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
、
皇

太
子
殿
下
等
と
面
談
─
を
始
め
、
二
〇
〇
六
年
は
両
国

の
国
交
樹
立
及
び
マ
ナ
ス
ル
峰
初
登
頂
の
五
〇
周
年
で

あ
り
、
関
連
事
業
を
多
彩
に
実
施
予
定
さ
れ
、
両
国
の

官
民
協
力
が
活
発
に
展
開
へ
。

（
つ
じ
い
せ
い
ご
・
桜
美
林
大
学
非
常
勤
講
師
、
本
研

　
究
所
嘱
託
研
究
員
）

中
央
紀
律
委
第
一
書

記
に
な
り
九
年
間

ト
ッ
プ
の
座
に
あ
っ

た
。
そ
の
間
、
文
革

中
に
歪
め
ら
れ
た

党
風

を
見
直
す

こ
と
で
多
く
の
冤
罪

者
を
救
済
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
党
紀
律

の
規
範
化
に
卓
越
し

た
指
導
力
を
発
揮
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
陳
雲
の
実

績
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
、
現
在
進
行
中
の
党
組
織

の
再
建
に
有
利
に
作
用
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
中
国
共
産
党
は
一
昨
年
十
二
月
に
党
紀
律
建
設
史
の

重
要
な
里
程
標
と
称
せ
ら
れ
る
「
紀
律
処
分
条
例
」
を

公
布
し
た
が
、
そ
れ
以
降
矢
継
ぎ
早
に
党
紀
律
の
引
締

に
関
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
大

型
連
休
と
な
る
五
月
の
メ
ー
デ
ー
、
一
〇
月
の
国
慶
節

や
春
節
（
旧
正
月
）
の
期
間
に
は
相
変
ら
ず
党
幹
部
に

よ
る
非
合
法
な

外
逃

が
頻
発
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ

る
。
党
紀
律
の
強
化
策
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ
け
不

正
が
多
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
陳
雲
の
経
済
思
想
の
根
底
に
あ
る
均
衡
論
に

依
拠
し
て
過
剰
投
資
（
特
に
地
方
）
の
現
状
に
警
告
を

発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
三
〜
八
五
年
、
九
二
〜

九
四
年
の
二
桁
成
長
期
に
お
い
て
陳
雲
は
し
ば
し
ば
均

衡
あ
る
発
展
を
主
張
し
て
い
る
。
中
央
財
政
の
シ
ェ
ア

拡
大
と
そ
れ
に
よ
る
マ
ク
ロ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
有
効

活
用
は
依
然
と
し
て
現
代
的
意
気
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。

　
第
三
は
天
安
門
事
件
（
八
九
年
六
月
）
に
対
す
る
評

価
の
固
定
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
趙
紫
陽
（
元

総
書
記
）
へ
の
「
平
反
」（
再
評
価
）
が
遠
退
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
一
九
七
七
年
三
月
の
中
央
工
作
会
議

で

小
平
の
党
中
央
指
導
部
へ
の
復
帰
を
提
起
し
た
陳

雲
は
、
天
安
門
事
件
で
も
中
央
顧
問
委
員
会
主
任
と
し

て

小
平
を
核
心
と
す
る
党
の
方
針
を
強
く
支
持
し
て

い
た
と
い
わ
れ
る
（『
人
民
日
報
』
九
五
年
五
月
二
三

日
な
ど
）。
陳
雲
へ
の
高
い
評
価
が
、
天
安
門
事
件
を

動
乱

と
し
た
党
の
認
識
を
固
定
化
す
る
と
み
る
の
は

穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

（
小
林
熙
直
・
ア
ジ
ア
研
究
所
長
）

   

中
国
に
も
パ
ラ
サ
イ
ト
族
が
出
現

　
こ
こ
一
、
二
年
、
中
国
で
は
青
少
年
層
の
失
業

率
の
上
昇
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
中
国
共
青
団

が
最
近
実
施
し
た
「
青
年
就
業
状
況
調
査
」
に
よ

れ
ば
、
今
年
第
一
・
四
半
期
に
お
け
る
青
少
年
層

（
十
五
〜
二
九
歳
）
の
失
業
率
は
九
％
で
、
都
市

平
均
の
登
録
失
業
率
で
あ
る
四
・
五
％
を
大
幅
に

上
回
っ
て
い
る
。

　
根
本
的
要
因
は
、
労
働
力
市
場
の
不
均
衡
に
あ

る
が
、
青
少
年
の
失
業
率
の
高
さ
は
そ
れ
だ
け
で

は
説
明
で
き
そ
う
に
な
い
。
失
業
青
少
年
に
も
就

職
希
望
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
職
業
さ
え
選

ば
な
け
れ
ば
就
業
も
可
能
と
い
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
も
彼
等
の
失
業
率
が
高
い
の
は
、
一

人
っ
子
政
策
の
下
で
過
保
護
に
育
て
ら
れ
た
青
少

年
の
希
望
と
年
々
厳
し
く
な
る
企
業
の
採
用
条
件

と
の
ズ
レ
が
拡
大
し
て
い
る
た
め
と
み
ら
れ
る
。

　
両
親
に
生
活
を
依
存
す
る

傍
老
族

（
パ
ラ
サ

イ
ト
）
の
出
現
は
中
国
の
新
し
い
社
会
現
象
で
も

あ
り
社
会
問
題
で
も
あ
る
。
　
　
　
（
Ｈ
Ｋ
）

甦
る
陳
雲
と
そ
の
意
義
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